
 
 

 
 

 
 ○

総
務
省
告
示
第
三
十
五
号 

 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
年
郵
政
省
告
示

第
二
百
二
十
八
号
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
細
目
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

  
 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
警
察
機
関
等
の
端
末
設
備
に
送
信
す
る
情
報
） 

第
四
条 
［
略
］ 

２ 

規
則
第
三
十
五
条
の
六
第
二
号
（
第
三
十
五
条
の
十
四
、
第
四
十
五
条
第
五
項
、
第
四
十
五
条
の
八
第
七
項

及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
第
三
十
五
条
の
二
十
第
二
項
、
第
三

十
六
条
の
六
第
二
項
、
第
四
十
五
条
の
八
第
五
項
、
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
緊
急
通
報
の
発
信
に
係
る
情
報
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通

信
設
備
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
情
報
と
す
る
。 

 

［
一
・
二 

略
］ 

 

三 

携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備 

 
 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

３ 

前
項
第
二
号
ロ
の
住
所
コ
ー
ド
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
で
定
め
る
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
ご
と
の
数
字
の
コ
ー

ド
並
び
に
公
益
財
団
法
人
国
土
地
理
協
会
（
昭
和
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日
に
財
団
法
人
国
土
地
理
協
会
と
い

う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
及
び
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
地
方
公
共
団
体
情
報
シ

ス
テ
ム
機
構
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
九
号
）
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
を
い

う
。
）
で
付
与
さ
れ
た
大
字
・
通
称
及
び
丁
目
ご
と
の
英
数
字
の
コ
ー
ド
と
す
る
。 

［
４ 

略
］ 

（
警
察
機
関
等
の
端
末
設
備
に
送
信
す
る
情
報
） 

第
四
条 

［
同
上
］ 

２ 

規
則
第
三
十
五
条
の
六
第
二
号
（
第
三
十
五
条
の
十
四
及
び
第
四
十
五
条
の
八
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
第
三
十
五
条
の
二
十
第
二
項
、
第
三
十
六
条
の
六
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
五
項
、

第
四
十
五
条
の
八
第
五
項
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
緊

急
通
報
の
発
信
に
係
る
情
報
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
情
報

と
す
る
。 

 

［
一
・
二 

同
上
］ 

 

三 

携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備 

 
 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

３ 

前
項
第
二
号
ロ
の
住
所
コ
ー
ド
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
で
定
め
る
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
ご
と
の
数
字
の
コ
ー

ド
並
び
に
財
団
法
人
国
土
地
理
協
会
（
昭
和
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日
に
財
団
法
人
国
土
地
理
協
会
と
い
う
名

称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
及
び
財
団
法
人
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
（
昭
和
四
十
五
年
五
月
一
日
に

財
団
法
人
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
で
付
与
さ
れ
た
大
字
・
通

称
及
び
丁
目
ご
と
の
英
数
字
の
コ
ー
ド
と
す
る
。 

［
４ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


